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令和６年６月２７日 

保健福祉局地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進課 

 

岡山市の介護機器貸与モデル事業と北九州市の取組みについて 
 

 

１ 岡山市の介護機器貸与モデル事業 

岡山市では、平成２６年１月から全国初の事業として、市が指定の介護機器を

利用者負担１割に軽減し貸与する「介護機器貸与モデル事業」を総合特区として

実施。 

 

（１）概要 

市内の自宅で生活する要支援・要介護者に、介護保険の福祉用具貸与では利

用できない介護機器を、1 割の利用者負担で貸与するもの。 

介護機器は全国からの公募によって選定しており、貸与後は機器の取扱い業

者から利用実績・実態の報告を受け、その効果を検証した上で、市が国に福祉

用具貸与の種目追加等を要望していく。 

 

（２）利用方法 

①市民が介護機器貸与業者（貸出窓口）へ利用を申請 

②介護機器貸与業者から岡山市へ資格確認を依頼 

③岡山市から介護機器貸与業者へ利用決定通知を送付 

④介護機器貸与業者から市民へ機器貸出しを開始 

 

 

 

（３）利用条件 

以下の３条件を全て満たすことが必要 

①岡山市内在住で、在宅で生活されている方であること 

   ②岡山市の介護保険被保険者であること 

   ③各機器の要介護要件を満たしていること 
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（４）貸与介護機器 

令和６年度は４機器の貸出を予定 

 

 

（５）実績 

 Ｈ２６ ～ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

貸与機種数 ６  １１ １１ ５ ５ 

貸与延べ件数 １３４  ７５３ ８２０ ８９７ ９４２ 

 

（６）その他留意点 

○本事業は、介護保険制度とは別の仕組みで実施しているため、区分支給限度

額には含まれない。 

○ケアプランへの記載は必須ではないが、担当ケアマネジャーとの相談を推奨。 

○市の総合特区事業の一環で行っているため、効果検証を行い国に報告するた

めの調査研究への協力が必要。 
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２ 北九州市の取組み 

北九州市では、介護実習・普及センターを平成１１年１０月に開設し、当事

者・家族及び医療・介護従事者等に対して、福祉用具や介護方法等に関する相談

支援を実施している。 

※ 岡山市には同様の施設はない。 

（政令市では、類似施設を含む１０都市が設置している） 

 

（１）介護実習・普及センターについて 

  ①概要 

愛 称 名 福祉用具プラザ北九州 

所 在 地 
小倉北区馬借一丁目 7 番 1 号 

（北九州市総合保健福祉センター1 階） 

開館時間 午前９時から午後５時３０分まで 

休 館 日 土曜日、休日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

運営方法 

指定管理 

指定管理者：社会福祉法人 北九州市福祉事業団 

（指定期間：平成３１年４月１日～令和７年３月３１日） 

職員体制 ７名（管理者１名、リハ専門職３名、介護福祉士２名、事務員１名） 

 

  ②業務内容・実績（令和５年度） 

○福祉用具の展示 

展示品：約１，２００点 

介護保険関連（車いす、歩行器、介護ベッド等） 約３００点 

障害福祉関連（意思伝達装置、白杖、集音器等） 約１００点 

制度対象外用具（自助具、靴、衣服等） 約８００点 

○福祉用具・介護に関する相談支援 

 ・当事者・家族及び医療・介護従事者等に対して相談支援を実施 

利用者数：１０，９３７人 

相談件数：２，８６３件 

 ・必要に応じて自宅や医療、施設等への訪問支援を実施 

   訪問件数：２６４件（相談件数の内数） 

○福祉用具や介護知識・技術を学ぶ研修・講座 

・当事者・家族及び医療・介護従事者等に対して研修・講座を実施 

  研修・講座開催件数：９３回 
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（２）福祉用具の貸出しについて 

利用者が適切に福祉用具を利用できるよう、医療・介護従事者からの相談に

職員がアドバイスするとともに、必要に応じて利用者が試用するための貸出し

（介護ベッドのマットレスを除く）を無料で行っている。 

 

  ①実績（令和５年度） 

分 類 貸出件数 

移動関連用具 ５４３ 

移乗用具 １２４ 

排泄関連用具 ７１ 

入浴関連用具 ２０８ 

クッション類 ８１ 

自助具 ５６ 

意思伝達関連用具 １８１ 

その他 ６ 

合計 １，２７０ 

 

  ②（参考）先端介護機器の貸出例 

 軟骨伝導集音器 視線入力による 

コミュニケーション機器 
ロボットアシスト 

ウォーカー 


